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はじめに 

 

我が国の地域社会・経済は、少子高齢化・人口減少に伴う働き手不足や市場規模の縮小、

頻発・激甚化する自然災害、インフラの老朽化など、多様な課題に直面している。 

こうした中、政府においては「新しい地方経済・生活環境創生本部」を設置し、「地方こそ

成長の主役」との発想に基づき、日本経済成長の起爆剤としての大規模な地方創生策の検討

を進めている。 

地域経済・社会を維持・発展させ、地域住民の生活を支えるためには、AIを含むデジタル

技術の徹底活用により地域課題を解決（地域社会 DX）し、イノベーションにより付加価値を

創出していくことが求められる。そのためには、その中核的担い手となりうるデジタル技術

を活用する企業が、地域のニーズに合った事業展開をできるよう支援することが重要である。 

 

こうした背景の下、情報通信政策部会は、令和７年（2025年）２月３日付けで総務大臣か

ら諮問を受けた「地域社会 DXの推進に向けた情報通信政策の在り方」について、日本の地域

社会・経済を取り巻く状況、AIを含むデジタル技術の最新動向を踏まえ、我が国における情

報通信政策の観点から、これまで計５回にわたり、有識者や関係事業者・団体からのヒアリ

ング等を通じて調査審議を行ってきた。 

 

本答申は、情報通信政策部会における審議を踏まえ、AIを含むデジタル技術を活用した地

域課題解決を実証にとどまらず持続的な社会実装に効果的につなげるための方策、意欲ある

企業によるAIを含むデジタル技術を地域課題解決に活用できるようにするための適切なマッ

チングのための方策、スタートアップや研究機関の AIを含む新たなデジタル技術を地域課題

解決における社会実装につなげるための支援策といった検討項目について、今後、国が重点

的に取り組むべき対応の方向性を提示するものである。 

具体的には、①地域課題を起点としたマーケット・インのソリューション創出・導入強化、

②AI の徹底活用を核としたデジタル技術の活用強化、③実装・事業化・普及に向けた大幅な

支援強化、そして④地域課題解決のための新たなデジタルインフラ活用の推進の４つの柱に

整理し、地域社会 DX の推進に向けた情報通信政策の在り方について提言を行うものである。 

総務省においては、本提言を踏まえて、地域社会 DXの加速に向けた施策を具体化し、必要

な措置を講ずることを期待するものである。 
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第１章 現状 

１ 地域の課題と地方公共団体のデジタル化の現状 

地域の課題と地方公共団体のデジタル化の現状について、地方では、少子高齢化と人口

減少による働き手不足をはじめとする様々な課題が深刻化しており、都市部とは異なる課

題に直面している。地域の社会・経済を維持・発展させるためには、デジタル技術の徹底

活用により地域課題を解決することが求められているが、地方における地域課題解決に向

けたデジタル技術の導入は十分に進んでいない。 

例えば、「「起業「・創業支援」や「公共交通機関の縮小による住民の利便性低下」は、三大

都市圏と地方ともに、解決を図りたいと考える課題の上位２分野となっている。一方、三

大都市圏は、「公共交通機関の縮小による住民の利便性低下」と「省エネルギー対策や二酸

化炭素の排出抑制への高まり」が同率で上位であるが、地方では「農林水産業の担い手不

足」が課題として挙げられている。 

図表１－１：三大都市圏以外の地方公共団体が解決を図りたいと考える地域課題の分野（上

位５分野を抜粋） 

 
出典：中小企業庁 2023年版 小規模企業白書より事務局作成 

調査結果によれば、地域課題解決のためにデジタル技術の導入に取り組んだ事例がある

地方公共団体の割合は約53％にとどまっており、地方公共団体では、地域課題解決に向け

たデジタル技術の導入が十分に進んでいない現状がうかがえる。デジタル技術の導入に当

たっては、予算の不足のほか、人材不足、情報不足、推進体制の欠如といった課題が存在

すると考えられる。 

図表１－２：地域課題解決のために、デジタル技術の導入に取り組んだ事例の有無（令和６

年（2024年）７月末時点） 

 
出典：総務省 地方公共団体におけるデジタル技術の導入・活用状況等調査 
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２ 地域課題解決に向けた企業等との連携の重要性 

人口減少・少子高齢化等が進展する中でも、地域社会・経済を持続的に発展させ、地域

住民の豊かな生活を支えるためには、AIを含むデジタル技術の徹底活用により、地域課題

を解決（地域社会DX）し、イノベーションにより付加価値を創出していくことが求められ

る。小規模自治体にはリソースに限りがある中、地域課題解決のためには、その中核的担

い手となりうるデジタル技術を活用する企業が、地域のニーズに応じた事業展開を行える

よう支援することが重要である。 

企業の地域課題解決への取組状況を見ると、中小企業の３分の１以上は現に何らかの地

域課題解決に取り組んでいるほか、約半数が今後取り組む意向を示している。企業の地域

課題解決に当たっては、地方公共団体や他事業者との連携事例や連携ニーズも多く見られ、

連携によって、信用度向上や販路拡大、地域課題ニーズの把握といったメリットが期待さ

れている。 

図表１－３：中小企業による地域課題解決事業の取組状況・企業に求められること 

 
出典：中小企業庁 2023年版 小規模企業白書より事務局作成 

図表１－４：地域課題解決事業に取り組む事業者の連携状況・企業のメリット 

 
出典：中小企業庁 2023年版 小規模企業白書より事務局作成 

３ AIの日米企業導入状況・地域課題への適用状況と今後の進展 

地域課題解決に用いられるデジタル技術として、近年発展が著しい AIを活用していくこと

が期待される1。AIは、ロボットや自動運転などへの活用を通じて市場が拡大しているほか、

 
1 総務省の実施する地域社会 DXに関する実証事業においても、AIを活用した実証事業の割

合は、令和５年度（2023年度）の 53％から令和７年度（2025年度）には 75％と、年々増加

している。 
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生成 AI が登場し、今後、AI による頭脳労働・肉体労働両面の自動化が進むことが期待され

る。 

図表１－５：世界のAI市場規模（売上高）の推移及び予測 

 
出典：令和６年版 情報通信白書より事務局作成 

図表１－６：AIの今後の技術進展の見通し 

 
出典：第 65 回情報通信政策部会 資料 65-1-1 「AI の最新動向とエコシステムの展開」より事務局作成 

クラウドでAI開発環境が提供され、大規模言語モデル（LLM）等の言語により利用できる

生成AIが一般に提供されるようになったことから、AIを用いたソリューションの開発及び

利活用の障壁はかつてなく低下しており、これを地域課題の解決に活用し、都市部と地方

との格差を是正する機会が到来している。 

しかしながら、AI導入状況については、米国企業の約57％（令和４年度（2022年度））が

AIを導入・実証しているのに対し、日本企業は同約34％（令和５年度（2023年度））と、日

本では米国などと比べてAIの導入・利活用が進んでいない。 

また、AI導入目的については、日本企業では業務負担の軽減や生産性向上に関する活用

が７割以上を占め最も高い（令和５年度（2023年度））のに対し、米国企業では既存製品・

サービスの高度化／付加価値向上や新製品・新サービスの創出が約３分の２を占め最も高

くなって（令和４年度（2022年度））おり、導入率及び導入目的における積極性に差異があ

る2。 

 
2 生成 AIの個人の利用については、日本、米国、中国、ドイツ、英国の５か国中、日本

は、自分の生活には必要ないとの回答が約４割と他国に比べて最も高くなっており、利用経

験も 9.1％と最も低くなっている（令和５年度（2023年度））。（総務省（2024）「デジタルテ

クノロジーの高度化とその活用に関する調査研究」） 
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図表１－７：日本の企業におけるAIの導入状況 

 
出典：独立行政法人情報処理推進機構「DX 動向 2024（データ集）」より事務局作成 

図表１－８：企業におけるAIの導入状況（導入目的（経年変化及び米国との比較）） 

 

出典：独立行政法人情報処理推進機構「DX 動向 2024（データ集）」より事務局作成 

日本企業のAI導入・利活用について、従業員数別にみると、従業員数1001人以上の企業

ではAIを導入・実証している企業が約74％であるのに対し、従業員数100人以下の企業では

同約11％と、中小企業を中心に企業のAI導入・利活用割合が低い状況にある。地方ほど中

小企業の割合が高いことから、地方の企業におけるAIの利活用も低い水準にとどまってい

ると考えられる。 

また、地方公共団体においても、都道府県及び政令指定都市においては、100％がAIを導

入済みなのに対し、その他の市町村においては、導入済み・導入検討中等が約72％（いず

れも令和５年度（2023年度））にとどまっており、小規模自治体ほどAI利活用水準が低い状

況がうかがえる。 
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図表１－９：日本の地方公共団体におけるAIの導入状況（令和５年度（2023年度）） 

 
出典：総務省「地⽅⾃治体におけるAI・RPAの実証実験・導⼊状況等調査」より事務局作成 

 

４ 総務省の地域社会 DXの実証事業から実装に至った割合 

総務省では、デジタル技術を活用した地域課題の解決を支援するため、令和５年度（2023

年度）より地域デジタル基盤活用推進事業を、令和７年度（2025年度）より地域社会DX推

進パッケージ事業を実施している。デジタル人材・体制の確保支援、AI・自動運転等の先

進ソリューションや先進無線システムの実証、地域の通信インフラ整備の補助等の総合的

な取組を通じて、地域社会DXを推進している。 

この際、総務省のこれまでの地域社会DXに関する実証事業において実装に至った割合は、

令和２年度（2020年度）から令和４年度（2022年度）まで実施したローカル５G開発実証は

平均11％程度にとどまり、令和５年度に実施した地域デジタル基盤活用推進事業は平均20％

とやや上昇しているものの、依然として割合は小さく、実証から実装により多くつなげて

いくことが課題となっている。 

図表１－10：実装件数割合の推移 

 
出典：事業者アンケート調査の結果、令和６年度 地域デジタル基盤活用推進事業 成果報告書より事務局作成 

 

５ 新しいデジタルインフラの整備に向けた動き 

デジタル・新技術を支えるインフラ環境の整備にあたっては、AI利用の急増に伴い大規

模な計算資源の確保が必要となる中、我が国のデータセンターの立地は、その９割が東京

圏・大阪圏といった都市部に集中しており、また、海底ケーブルについては、陸揚局が房
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総半島及び志摩半島並びにそれらの周辺に集中している。耐災害性を高め、デジタルイン

フラを強靭化するためには、データセンターや海底ケーブルの分散立地が必要である。 

通信環境に関しては、居住世帯向けサービスのための光ファイバは、令和４年度（2022

年度）末時点で世帯カバー率が99.84％3となっている。残る未整備地域の多くは、離島や半

島、山間部などの条件不利地域となっており、また、既に光ファイバを整備した地域にお

いても、人口減少等が進展する中で、光ファイバ基盤の維持は重要な課題となっている。 

こうした中、非地上系ネットワーク（NTN）による通信サービスの提供が開始され、今後、

オール光ネットワーク（APN）などの新しいデジタルインフラの整備が見込まれている。 

① 非地上系ネットワーク（NTN） 

陸・海・空・宇宙をつなぐインフラとして、NTNの導入促進・高度化が期待される。ＮＴ

Ｎは、離島、海上、山間部等を効率的にカバーし、携帯電話の基地局、光ファイバ等の通

信インフラが未整備の地域に対しても通信サービスの提供が可能である。また、自然災害

等の非常時の通信手段としても有用である。総務省においては、高高度プラットフォーム

（HAPS）の早期実用化に向けた必要な技術的条件などの制度整備を推進している。 

図表１－11：非地上系ネットワーク（NTN） 

 

図表１－12：主な衛星コンステレーション 

 
3 令和 7 年 8 月 22 日発表の「令和 5 年度末ブロードバンド基盤整備率調査」より光ファイ

バ整備率の推計手法を見直しているため、今後の数値と単純比較できない点に留意が必要。 
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出典：各社の資料をもとに総務省作成 

図表１－13：衛星ダイレクト通信 

 
出典：KDDI 資料 

② オール光ネットワーク（APN） 

2030年代のAI社会を支えるデジタルインフラとして、低遅延・高信頼・低消費電力な次

世代情報通信基盤が必要となる。総務省では、令和５年（2023年）３月に情報通信研究機

構に情報通信研究開発基金を設置し、民間企業等に対する委託・補助により、次世代情報

通信基盤の社会実装や海外展開を強く意識した戦略的な研究開発等への支援を実施してい

る。次世代情報通信基盤の中核技術として、APNの研究開発を強力に推進するとともに、テ

ストベッドの整備に着手、今後順次拡張を予定している。 

図表１－14：オール光ネットワーク（APN） 
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NTNによる複層的でつながりやすいネットワーク環境の実現や、APNによる距離にとらわ

れない高速通信の実現が見込まれ、こうした新たなデジタルインフラを活用して、地域課

題解決を進めていくことが必要となる。 
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第２章 課題と対応の方向性 

第２章では、第１章で示した我が国の地域社会・経済を取り巻く現状や、AIを含むデジ

タル技術の最新動向を踏まえ、デジタル技術を活用する企業が地域課題ニーズに合った事

業展開をするに当たって解決すべき課題を整理した。あわせて、地域社会DXを加速させる

ため、取るべき対応の方向性を示す。 

 

１ 地域社会DX推進強化の基本方針 

（１）課題 

  地域課題の解決に新たなデジタル技術を活用していく上では、いくつかの課題が認識さ

れており、ヒアリングや審議を通じ、以下の課題が明らかになった。 

まず、新たなデジタル技術のシーズを持つ企業、特にスタートアップなどは、有望な技

術を有しながらも、それを地域課題ニーズに合ったソリューションとするためには、技術

シーズありきで課題に適用するのではなく、地域課題をいかに解決するかという観点で検

討することが必要である。しかしながら、地域課題ニーズの把握や実証の実施に当たって

は、必要となる地方公共団体との連携において、リソース不足や認知度の低さといったハ

ードルを抱えている。 

また、第１章（４）で述べたようにデジタル技術を用いた地域課題解決の実証は、実装・

事業化・普及、さらには海外展開まで至っているものが低い割合にとどまっているという

課題がある。 

地域社会DXを加速させるための支援においては、計画段階、実証段階、実装段階、そし

て海外展開といった各フェーズにおける支援がそれぞれ独立してしまっており、相互の連

携が不十分であることも考えられる。 

図表２－１：地域社会DX推進パッケージ事業 
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図表２－２：安全性・信頼性を確保したデジタルインフラの海外展開支援事業 

 
 

さらに、生成AIを含むAIは、地域間格差の是正にも貢献が期待されているが、第１章（３）

で述べたように、我が国におけるAI活用は諸外国に比して相対的に遅れており、特に地方

の企業におけるAIの利活用はより低い水準にとどまると考えられるため、その徹底的な活

用を促進することが重要である。加えて、NTNや、今後整備が見込まれるAPN等の新たなデ

ジタルインフラを、地域課題の解決に向けて積極的に活用することも重要である。 

これらの課題は、地域課題解決に向けたデジタル技術の効果的な活用と社会実装を進め

る上で乗り越えるべきハードルとなっている。 

 

（２）基本方針 

（１）で述べた課題に対しては、以下を基本方針として、地域社会DXの推進強化を図る

べきである。 

まず、技術シーズの支援については、真に地域課題を解決するものとするために、地域

課題を起点としたマーケット・インの視点で開発されたソリューションとなるよう支援し

ていくことが重要である。 

地域課題ニーズについては、国として、地方公共団体における明確化・具体化を要望に

応じて支援するとともに、技術シーズとのマッチングについては、各地方公共団体におけ

る体制構築や、国による計画策定支援等の段階において、支援することが重要である。特

に、スタートアップが、地域課題ニーズの把握や実証を実施するに当たっては、地方公共

団体等とのマッチングや、実証を通じた技術シーズの効果検証の支援を行うことが重要で

ある。 

また、地域課題解決ソリューションの実証が実装・事業化・普及に結びつくような支援

を行うとともに、事業計画等への支援も行うことが重要である。その際に、地域社会DXを

加速させるためには、地方公共団体等における計画、実証、実装、海外展開の各フェーズ

におけるAI等デジタル技術を活用した地域課題解決の支援について、相互に連携したもの

とすることが重要である。 



13 

課題先進国とされる我が国におけるソリューションは、近い将来、諸外国においても導

入が進むと見込まれることから、経済安全保障の観点も含め、海外展開を視野に入れたも

のについて必要な支援をより強力に行うことが重要である。 

加えて、特に地域企業による生成AIを含むAIを活用した地域課題解決について、支援し

ていくことが重要である。新たなデジタルインフラが導入された環境があることで、新た

な地域課題解決ソリューションの実証や、地域での実装・事業化が容易になるものも想定

されることから、新たなデジタルインフラの整備と地域課題解決ソリューションの創出・

実装を両輪として一体的に支援していくことが重要である。 

 

２ 課題と対応の方針 

（１）地域課題を起点としたマーケット・インのソリューション創出・導入強化 

① 課題 

デジタル技術による地域課題の解決には、地域課題のニーズを把握する地方公共団体等

が、デジタル技術に関するノウハウを有するスタートアップや地域内外の企業と連携して

取り組むことが求められる。 

しかしながら、第１章（２）で述べたように、地域課題解決に資する技術シーズがあっ

ても、地方公共団体等に十分に認知されておらず、逆に地域課題を解決しうる技術シーズ

を有する企業も、地域課題ニーズを有する地方公共団体等を把握できていないため、活用

が進まない面があると考えられる。 

また、地域課題ニーズを把握しつつ、企業の技術シーズを活用するには、地方公共団体

等とデジタル技術を有する企業や大学等の産官学が連携してマッチングができる体制が有

効であるが、必ずしも多くの地域でそのような体制が設けられているわけではない。 

図表２－３：事業者が地方公共団体と連携するために取り組んだこと 

 
出典：中小企業庁 2023 年版 小規模企業白書 
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図表２－４：地方公共団体等とデジタル企業との連携体制のイメージ 

 
出典：第64回情報通信政策部会 資料64-1-3 「ひろしまサンドボックス」、資料64-1-4「民間企業の技術を活用

した地域課題解決について」より事務局作成 

② 対応の方向性 

企業や大学等と地方公共団体等との連携を促進するに当たっては、国が支援などを通じ

て把握した地域課題ニーズと、研究開発機関の有する技術、スタートアップ支援・実証事

業を通じて得られた地域課題解決に資する技術シーズや実装・普及につながった有効なソ

リューションを、効果的なマッチングにつなげる必要がある4。 

また、地域をフィールドとした実証や実装に際して必要となる地方公共団体や地域の関

係者の協力を得られるよう、地方公共団体等とデジタル技術を活用する企業との連携体制

の構築を支援するべきである。 

さらに、地域課題を起点としたマーケット・インの観点から、実証を行おうとする企業・

団体に対して、①地域課題ニーズの広がりや②地域の費用対効果等を踏まえた事業計画を

作成できるよう、希望する企業・団体に対し、意義や事業化の可能性等も踏まえ支援する

ことが必要である。 

この際、ソリューションの内容に応じて、セキュリティバイデザイン等、実装に際して

必要となると見込まれる要素が適切に取り組まれるようにすることも重要である。 

また、将来的な海外展開を視野に入れた案件については、必要となるコンソーシアム構

築などに向け、計画策定の段階からより強力に支援すべきである。 

 

（２）AIの徹底活用を核としたデジタル技術活用の強化 

① 課題 

地域企業にとって、都市部のAI等のベンダー活用は費用面を含めハードルが高いため、

地域企業自身がAI等のデジタル技術を活用しつつ、地域の課題解決に貢献することが望ま

しいが、AIは地方と都市部との格差是正に有効な手段にも関わらず、現状では、地方ほど

AI等のデジタル人材が不足しており、AI等の活用も進んでいないことが懸念される。 

 

4 地方公共団体とスタートアップや地場企業とマッチングに際しては、地方公共団体側が課

題と予算を併せて示すことで、スタートアップや地域企業に対して、事業化の見通しの判断

材料を提供することが有効であるとの指摘があった。 
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また、高等専門学校（高専）などにおいてスタートアップに向けてアントレプレナーシ

ップ教育に必要な設備整備などは行われているが、指導体制が追い付いておらず、全国的

なメンターによるサポート体制が必要と考えられる。 

さらに、新たな技術導入ではスタートアップの役割が拡大している一方、地方公共団体

や地域企業にとって、特に実績が乏しいスタートアップには不安が伴い、導入が進みにく

い面があり、サービスの社会実装に向けたハードルとなり得る。 

図表２－５：実証事業におけるスタートアップ等との連携体制 

 
出典：令和４年度 ローカル５G開発実証 成果報告書、令和５年度 地域デジタル基盤活用推進事業 成果報告

書、令和６年度 地域デジタル基盤活用推進事業 成果報告書より事務局作成 

特にスタートアップについては、各省庁や地方公共団体などが提供する支援施策の情報

が届きにくいという課題がある。 

② 対応の方向性 

現在、教育機関を中心に、AI等デジタル人材やAI等の導入・活用に必要な基礎的知識を

有する人材の育成プログラムが地方公共団体や企業などに対して提供されている5。このよ

うに教育機関を中心に育成されるAI等デジタル人材について、地方公共団体やスタートア

ップを含む地域企業で活躍し、地域課題解決に貢献できるようにするとともに、都市部に

偏在するAI等デジタル人材も、テレワーク等による副業等も含め地域での活用も推進すべ

きである。地方公共団体については、自治大学校等により職員向けに提供される各種研修6

において、AI等デジタル技術に関する基本的知識を習得できるようにしていくことも重要

である。 

また、地域企業や地方公共団体が、デジタル技術を活用した地域課題解決に取り組むス

タートアップを支援しつつ、生成AI等のAIを徹底的に活用し、地域に経済効果が還元され

るエコシステムを構築する必要がある。このため、スタートアップを育成する観点から、

高専・大学等発を含む地域発のスタートアップへのメンタリングや法務・知財・財務など

 
5 東京大学の松尾研究室では、①基礎研究②講義③共同研究④インキュベーションの４つの

活動を通して、社会への貢献を図っている。ここではグローバル消費インテリジェンス寄付

講座（GCI）が全てのスタート地点となっている。GCI受講後には、応用講座を通じた「知

識強化」や、企業との共同研究のインターンを通じた「実践強化」の場が用意されており、

これらの活動を通じて AI人材や起業家を育成している。また、北海道大学では、地域にお

ける「人材全体のデジタルスキルレベルの底上げ」と「デジタル中核人材の育成」を目指し

て、デジタルリスキリングプログラム（DREP）に取り組んでいる。DREPでは４ステージ・

５コースの研修メニューを用意し、Stage1から Stage3を受講することで、「デジタル」に

関して体系的に学ぶことができ、また Stage４では企業等の課題解決をサポートする取組が

行われている。 
6 地方公共団体職員に対するデジタル分野の研修等の一部として、自治大学校においてデジ

タル人材の確保・育成に向けた研修等として、AI等に関する講義や、地方公共団体情報シ

ステム機構（J-LIS）において AI等の研修が提供されているほか、総務省と全国地域情報化

推進協会（APPLIC）の共催により、AIや RPA等の実践学習も行われている。 
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の面でのアドバイス等を通じた、国内外市場も見据えた事業展開に向けた支援とともに、

地域企業や地方公共団体が具体的な導入実績に基づき採否を判断できるよう、実績形成を

支援するべきである。 

さらに、行政、インフラ、医療等の産業など、各分野に特化したAIモデルが必要となる。

この際、地域での自律的な地域課題解決を促すため、各分野に必要なデータを集積しつつ、

AIモデルを開発し、徹底的に活用していく必要がある。この際、著作権やプライバシーな

どの観点など、AI開発・利用に関する各種ガイドライン等7を参照しながら開発を推進する

とともに、そうしたプロセスを経て開発されたものを明らかにすること等により活用に際

しての様々な懸念を払拭していくことが重要8である。 

加えて、地域の中小企業などにおけるAI等の活用についても、上述した教育機関により

提供されている人材育成プログラムの活用等により、まずは生成AIなどを実際に使うよう

に促すとともに、地域課題解決の観点から、具体的なAI等の導入事例や活用可能な補助金

の紹介、地域課題と技術シーズのマッチング支援等に取り組んでいくべきである。 

特に、スタートアップが利用可能な支援情報にアクセスできるよう、政府全体のスター

トアップ支援の取組などを通じた情報発信等にも取り組むべきである。特に資金面では、

日本政策金融公庫をはじめとした融資制度や、ディープテック・スタートアップ支援事業

向けの補助金・助成金等の支援策の効果的な活用を推進するべきである。 

 

（３）実装・事業化・普及に向けた大幅な支援強化 

① 課題 

総務省における地域課題を解決するソリューションの実証採択に当たっては、過去の事

業の取組も踏まえ、事業に参加する地方公共団体の状況を考慮しつつ、事業の効果を高め

るため、課題の明確化・事業主体内での合意、ソリューションの妥当性のほか、参加する

地方公共団体の意欲、投入リソース等を踏まえた審査要件とされている。 

図表２－６：地域社会DXの成功・課題要因分析 

 
7 「AI事業者ガイドライン第 1.1版」（総務省・経済産業省）、「行政の進化と革新のための

生成 AIの調達・利活用に係るガイドライン」（デジタル庁）、「AIと著作権について」（文化

庁）、「生成 AIサービスの利用に関する注意喚起等について」（個人情報保護委員会）、「AI・

データの利用に関する契約ガイドライン」（経済産業省）、「農業分野における AI・データに

関する契約ガイドライン」（農林水産省）、「医療デジタルデータの AI研究開発等への利活用

に係るガイドライン」（厚生労働省）等 
8 「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」（令和 7 年法律第 53 号）第３条

第４項では、基本理念として「人工知能関連技術の研究開発及び活用は、不正な目的又は不適

切な方法で行われた場合には、犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害その他の国民

生活の平穏及び国民の権利利益が害される事態を助長するおそれがあることに鑑み、その適正

な実施を図るため、人工知能関連技術の研究開発及び活用の過程の透明性の確保その他の必要

な施策が講じられなければならない。」と規定されている。 
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しかしながら、デジタル技術を用いた地域課題解決について、実証を行っても実装・事

業化・普及に至らない事例には、無線の遅延等の解消や画像認識モデルの精度向上などの

技術面の課題から実証による効果が期待どおりでなかった場合のほか、提供費用と需要と

のバランスがとれていないなどの運営面に関する課題や導入先の判断基準が明確でないと

いった課題が見られる。 

図表２－７：地域社会DXの成功・課題要因分析 

 
出典：令和６年度 地域デジタル基盤活用推進事業 成果報告書より事務局作成 

このうち、AIなどを用いたインフラ点検、養殖、自動運転等では、多数の関係者からの

データ収集や自然環境下等でのデータ収集とそれを用いた開発を行うため、サービス提供

まで長期間を要する傾向があり、実装に至るため複数年度の実証が必要な事例が見られる。 

図表２－８：複数年継続した実証が必要な事業例 
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出典：事業者ヒアリング、令和７年度実証計画書などより事務局作成 

 

また、通信等の面的なインフラ整備を要する事業では、整備の費用負担が重くなるため、

関係省庁の所管する農業や防災など多用途での有効活用を図るとともに、実装に向けた補

助による支援が必要である。加えて、実証フィールドにおける通信のインフラ整備も支援

の対象とすることで、実証を促進し、実装につなげることが可能となる。この際、既に地

方公共団体により整備された光ファイバについては、人口減少等が進展する中で、サービ

ス提供の継続が困難となる事態等が懸念される。 

実証後の実装・事業化・普及において、ソリューションが関係者に認知されるためには、

国などによる関係機関・団体への働き掛け等が有効である。また、ソリューションの海外

展開においては、国内の普及とは異なる体制構築や資金面での困難があり、円滑な海外展

開の課題となっている。 

② 対応の方向性 

地域課題を解決するソリューションが、実証から実装・事業化・普及、更には海外展開

へとつながるよう、実証中又は実証から実装に移行しようとする企業・団体に対して、①

地域の利用者の経済力に応じた適切な価格設定、②全国・海外展開を視野に入れた汎用性

のあるサービス設計などを含む事業計画についても、実証過程・結果を踏まえつつ、状況

に応じた当初計画からの変更を含むアジャイルな伴走支援することで、実装・事業化・普

及を推進することが必要である。 

特に、AIなどを用いた地域課題解決に際し、データ収集等を必要とする場合には、進捗

状況等に関する中間的なレビューの仕組みも設けつつ、最終的に実装可能とすることを目

的に何をどこまで取り組むかを明確にさせた上で、複数年度にわたりデータ収集・開発を

可能とする実証枠組みを設けるべきである。 

また、地域課題解決に際し、費用負担が大きい通信等の大規模なインフラ整備について

は、多用途での有効活用を確保しつつ補助の対象にするとともに、実証を促す観点から実

証フィールドのための整備についても支援対象とすべきである。 

加えて、通信インフラの多用途での有効活用を実現し、ソリューションの円滑な普及に

つながるようにするため、地方公共団体や企業等が連携して行う通信インフラを活用した
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スマート農業やスマート防災等の地域課題解決プロジェクトを関係省庁と連携して支援す

べきである。 

この際、通信インフラについては、未整備地域の解消については、引き続き、条件不利

地域における整備促進によって地域間の整備状況の格差縮小を図るとともに、既に地方公

共団体により光ファイバが整備されている地域については、地方公共団体の要望を踏まえ、

公設設備の民間移行を希望する地方公共団体が早期かつ円滑に移行できるよう支援する必

要がある。 

更に、優れたソリューションについては、実証後における普及支援として、単なる情報

発信にとどまらず課題とソリューションのパッケージ（モデル）化等を行うとともに、関

係省庁や都道府県とも連携して、普及や海外展開に取り組み、必要に応じて関係機関・団

体への働き掛けにも取り組むべきである。 

 

（４）地域課題解決のための新たなデジタルインフラ活用の推進 

① 課題 

NTNの活用により通信サービスの利用可能な地域が拡大し、今後、APNによる距離にとら

われない高速通信、更には日本の文化・習慣などを学習させたLLMなどの新たなデジタルイ

ンフラの整備が見込まれている。 

また、AI利用の急増に伴うデータセンターを、化石燃料に頼らない電源とともに分散立

地を推進することや、電力消費を抑制する光電融合技術など、GXにも貢献する開発と併せ、

高速大容量・低遅延・低消費電力なデジタルインフラの構築に取り組むことは、経済安全

保障や産業立地の面からも極めて重要になる。 

総務省は、本年６月に、デジタルインフラ整備計画２０３０を策定し、これらの新たな

デジタルインフラの整備を推進していくこととしているところ、地域課題解決の更なる推

進のためには、そうしたインフラを活用していくという視点も重要になる。 

図表２－９：デジタルインフラ整備計画２０３０（概要） 

 

② 対応の方向性 

NTNやAPN、日本での活用に適したLLM、地域の通信環境と一体となったエッジAI、データ
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センター等について、経済安全保障の観点からも、国として開発や整備を推進していくこ

とが必要である。 

その上で、今後のNTNやAPNなどの新たなデジタルインフラを活用した地域課題解決に資

するソリューションの創出・実装に取り組むことも求められる。 
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